
新庁舎整備に向けた「基本理念・基本方針」の検討

令和４年10月20日（木）
魚津市新庁舎整備検討委員会
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基本理念・基本方針とは

◇庁舎整備の検討、基本構想から建設に至るまでの、基本的な考え方となるもの

R4.10.20 
新庁舎整備検討委員会

◇各委員のご意見をいただきながら、令和４年度中にとりまとめ

基本理念・基本方針

①新庁舎のあり方

オープンな庁舎
将来の変化への対応
市民が気軽に立ち寄れる

など

②配慮すべき事項

環境への配慮
市民の利便性
行政の効率化

など

③拠点としての役割

まちづくりの拠点
市民交流の拠点
防災の拠点

など

盛り込むべき要素
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県内他市町の基本理念・基本方針

◇黒部市（Ｈ２８供用開始）

基本理念

市民の参画と協働を推進し、黒部市発展の核となる庁舎

基本方針

項 目 主な内容

①人にやさしく市民に親しまれる庁舎
・行政サービス向上への対応（見通しが良く、わかりやすい配置、総合案内所の設置）
・市民の利便性向上への対応（ユニバーサルデザインへの配慮、相談室のプライバシー保護）
・交流・相談の場創出への対応（市民の憩いの場・交流の場、屋外広場、食堂）

②災害時への安全・安心を確保した庁舎
・災害時の防災拠点施設として必要十分なスペースを有し機動的に対応できる本部機能
・緊急生活物資や資機材等の備蓄スペースの確保
・耐震性や安全性について高い水準を確保

③効率的で情報化に対応できる庁舎
・行政運営の効率化への対応（電子自治体に向けての充実した取組）
・情報化への対応（情報化社会の進展に対応するための設備・機器・建築機能の確保、情報
セキュリティ機能の確保、市政情報コーナー・市政資料室）

④環境に配慮した庁舎
・環境負荷低減への対応（太陽光発電施設の設置検討、電気料金低減を考慮）
・自動車利用率の低減への対応（市民や職員が車を利用せずに来庁できる方法の検討）

⑤まちづくりの拠点にふさわしい庁舎
・ランドマーク（市を象徴する施設であるとともに、周辺の景観との一体化など黒部らしさに配慮）
・賑わい形成への対応（特産品の販売、イベント等の開催時に活用できる広場）
・都市機能の集積・連携（各施設連携の拠点）
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県内他市町の基本理念・基本方針

◇射水市（Ｈ２８供用開始）

基本理念

庁舎の統合が、将来にわたって健全な財政運営を継続していくための行財政改革の一
環として行うものであることを踏まえつつ、効率的で質の高い市民サービスを柔軟かつ的確
に提供することが可能となる施設とします。

基本方針

項 目 主な内容

①災害対策拠点として機能する庁舎
・万一の災害発生時の対策拠点施設として必要な機能を備えた庁舎
・市内全域に迅速かつ的確な対応ができる庁舎

②無駄のないコンパクトな庁舎
・新たな用地を取得せず既存市有地を活用するともに、将来の人口減少による職員数の削減を
見据えた無駄のないコンパクトな庁舎
・経済効率の高い設備の導入、将来の設備更新や大規模修繕の容易さにも配慮

③市民が利用しやすく、開かれた庁舎
・訪れやすい庁舎（自動車や公共交通等様々な交通手段でどの地域からも訪れやすい庁舎）
・便利で分かりやすい庁舎（部署の効率的な配置、手続きの時間や手間の削減に配慮）
・市民に開かれた庁舎（市民スペースの配置や、情報を容易に得られやすいよう配慮）

④時代の進展に対応した庁舎
・今後の地方分権の進展、市民ニーズの多様化及び複雑化、時代の変化に対応できるフロア構
成とし、将来にわたり柔軟に対応できる庁舎

⑤環境に配慮した庁舎
・地球温暖化防止に向け、省エネルギーの対応の設備やシステムの導入
・日照時間が短く、高温多湿な北陸地方の気候風土にも十分配慮 4
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県内他市町の基本理念・基本方針

◇入善町（Ｒ６供用開始予定）

基本理念

町民の安全・安心を確保し、誰もが使いやすく機能的で、環境に配慮した庁舎

基本方針

項 目 主な内容

①町民が利用しやすい庁舎
・誰もが利用しやすい窓口、相談室等を備えた庁舎
・多目的トイレ、専用駐車スペースの設置など、バリアフリーやユニバーサルデザインの導入
・わかりやすい案内表示や誘導サインの設置

②災害対応・防災拠点として機能する庁舎
・高い耐震安全性、災害対策本部として必要な機能等を備えた庁舎
・防災関係団体や関係機関等が、研修や訓練などに取り組める空間の設置
・浸水を想定した設計や設備配置を考慮した浸水対策

③効率的な行財政運営ができる機能的な庁舎
・関係部署の連携や職員の協力体制が図りやすいよう、効率的な執務空間の構築を検討
・行政需要の多様化や情報化の進展、社会情勢の変化など今後の様々な状況変化に
対し柔軟に対応できるよう、効率性や汎用性を重視した機能的な庁舎

④維持管理がしやすく環境に配慮した庁舎
・華美な設計を排し、改修や整備更新等がしやすい構造、建物の耐久性や維持管理
のしやすさ、経費の節減に優れた庁舎
・省資源・省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備等の検討
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県内他市町の基本理念・基本方針

黒部市 射水市 入善町

市民の参画と協働を推進し、黒部市発展の
核となる庁舎

庁舎の統合が、将来にわたって健全な財政
運営を継続していくための行財政改革の一
環として行うものであることを踏まえつつ、効率
的で質の高い市民サービスを柔軟かつ的確
に提供することが可能となる施設とします。

町民の安全・安心を確保し、誰もが使いやす
く機能的で、環境に配慮した庁舎

区分 黒部市 射水市 入善町

（１）利用のしやすさ ①人にやさしく市民に親しまれる庁舎 ③市民が利用しやすく、開かれた庁舎 ①町民が利用しやすい庁舎

（２）災害対応
②災害時への安全・安心を確保した
庁舎

①災害対策拠点として機能する庁舎
②災害対応・防災拠点として機能
する庁舎

（３）行政の効率性
③効率的で情報化に対応できる
庁舎

②無駄のないコンパクトな庁舎
③効率的な行財政運営ができる
機能的な庁舎

（４）環境への配慮 ④環境に配慮した庁舎 ⑤環境に配慮した庁舎
④維持管理がしやすく環境に配慮した
庁舎

（５）その他 ⑤まちづくりの拠点にふさわしい庁舎 ④時代の進展に対応した庁舎

基本理念

基本方針

◇まとめ

※いずれの市町も（１）利用のしやすさ、（２）災害対応、
（３）行政の効率性、（４）環境への配慮、について項目立て
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基本理念・基本方針 検討の進め方

◆基本理念・基本方針に盛り込むべき要素（①新庁
舎のあり方、②配慮すべき事項、③拠点としての役割
＝新庁舎に求められる役割や機能）について委員の
みなさまからご意見をお願いします。

◆本日のご発言内容を踏まえて、会長と事務局で、
「基本理念」、「基本方針」の案を整理して、第２回検
討委員会でお示しいたします。
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